
〔別紙１〕 

随意契約理由書 

神戸市 

 件     名 北区文化センターすずらんホール自動制御設備整備業務 

 契 約 業 者 名 パナソニックＥＷエンジニアリング株式会社 近畿支店 

 随意契約の理由 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号に該当    

 随意契約の相手方を選定した理由 

本件の業務対象機器は、北区文化センターにおけるエアーハンドリングユニット等空調衛生設

備の自動制御設備である。平成４年度に設置されてから３３年が経過しており、経年劣化が進行

し整備が必要な時期となっている。当該機器が故障した場合、施設の空調の風量及び温度制御及

びボイラーの温度制御等を行うことができず、施設運営に多大な影響が生じる。このため、中央

監視との制御通信線、コアユニット、及び入出力端末器等の機器更新及び総合試運転調整を行

い、機器の性能維持及びライフサイクルの長期化を図るものである。 

当該機器は既設メーカーであるパナソニックEWエンジニアリング株式会社の独自技術に基づき

製造された機器の一部を更新し全体再調整するものである。施工後においても制御システム全体

の性能を保証できる者は、同社パナソニックEWエンジニアリング株式会社をおいて他にいない。

よって、上記業者と随意契約するものである。 

担当部署 

（問合せ先） 

文化スポーツ局文化交流課  （電話番号078-322-6495） 

 

 

 

 

 


